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論文
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医療利用組合運動の歴史的性格

国民健康保険制度形成過程との関連で

地域社会環境学専攻

高111鳥裕子

TheHistoricalCharacteristicsoftheMedical-CareUtiIization 

Co-operativesMovement：ItsRelationtotheFormationProcessof 

theNationalHealthInsuranceＳｙｓｔｅｍｉｎＪａｐａｎ 

ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹｕｋｏ 

Abstract 

Thepulposeofthispaperistodarib7UlerelationbetweentheMedicalCareUtilizationCo‐ 

operativesMovementandUleforlnationoftheNalionalHealthlnsuranceSystemTheresearch 

onthehistoryofthefOrmationoftheNationalHealthlnsuranceSystemhasibcusedonlyonthe 

processofestabushmgtheNationalHeallhI11suranceLaw・Altlloughwecanconhrmtheimpo旺

tanceoftheNationalHeallhInsuranceVicariousAssociationbytheMedicalCareUtilizalionCo-

operatives,thisprocessfU随lledlhepopularizalionoftheNationalHealthlnsuranceSystemWith

regardtothehistolyOflheMedical-CareUtilizationCo-operativesMovement,thereiscommon 

viewthatthestageofdevelopmentofitownHowever,thatviewonlydiscussesthefbnnofthe 

orgamzationoftheMedical-CareUti1izationCo-0peratives,andneverdiscusseditsfUnction､How造

ever,itisnotpossibletopositionlheMedica-CareUtilizationCo-0perativesMovementintheNa-

tionalHealthlnsuranceSystemfbmlationprocessinlheanalysisoftheprocessofthisdevelop-
ment・AccordingIy,thefOllowingpointsareexaminedinthispapemFirst,thestagesoftlledevel‐

opmentoftheMedicalCareUtinzaiionCo-operativesMovementarereexaminedSecond]y，I 
havearguedthathnportanceoftheMedicalCareUtilizationCo-operativesMovementasahistori-

calpremiseofthefbrmationoftheNationalHealthlnsuranceSystem． 

KeyWords 

Medical-CareUti1izationCo-0perativesMovement 

NationalHealthlnsuranceSystemmJapan 

用組合運動を国保制度形成過程における国民健康

保険組合設立および制度普及の歴史的前提として

位置づけること。

国民健康保険制度形成史研究は，社会保障研究

のなかでは蓄積が少ない分野である。国民健康保

険制度形成史を正面から扱った研究として，佐口

卓『国民健康保険一形成と展開』が挙げられ､，

課題と方法１ 

小論は，次の二点を課題としている。第一に，

戦時体制下における医療利用組合運動の展開を再

検討することで，その歴史的性格を確認すること。

第二に，国民健康保険制度普及と医療利用組合運

動の展開との関連を明らかにすることで，医療利
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佐口の研究によって制度論としての国民健康保険

制度形成史研究は一定の到達点にあるとみてよい。

しかし，佐口の研究も含めて，従来の諸研究では，

国保制度と医療利用組合運動との関係について，

いずれも国民健康保険法(昭和13年，法律第60号）

制定過程の限りで論じてきた2)。諸研究は，国保

制度の性格の－断面を明らかにしたものではあっ

ても，国保制度普及の過程を含めた制度形成の全

体の動向の中で明らかにしたものではない3)。

戦前の国保制度については，「健兵Ⅷ健民｣政策，

保健国策としての通説的評価がある。しかし，こ

うした評価に止まるならば，支配層の政策意図は

終戦によって消失したはずである。戦時社会政策

には，総力戦体制時期の物的・人的被害の甚大さ

の下で，国民を動員するためにその要求や動きを

吸い上げる形で制度設計をせざるを得なかったと

いう側面がある。その－つとして，恐慌期以前か

ら任意に事業を開始していた産業組合による医療

利用組合を，国民健康保険代行組合として，国策
である国保制度の普及に活用したことが挙げられ
る')。

従来の諸研究でも，国保制度形成過程における

医療利用組合運動の位置について全く言及がない

わけではない5)。しかし，総じて国保法が医療利
用組合を国保代行組合として認めることになった

経緯から，国保法自体の性格を明らかにしようと

したものであり，その後の国保制度普及過程と関

連づけて明らかにしようとする視点が稀薄であっ
た。すなわち，従来の国保制度形成過程のうちに

は，国保法制定，国保制度生成の過程はあっても，
その展開の過程一制度普及および制度の機能一を

明らかにしてこなかった。1938年の国民健康保険
法は，国民健康保険組合として，普迦組合，特別
組合，代行組合の設立を認めていた。また，国保
組合は任意設立であり，組合加入は任意であった。
国保組合のうち，1941年末までの医療利用組合に
よる国保代行組合は，全国で321組合を数え，国
保組合全体の18％を占めていたことから6)，国保
制度普及への関与は無視できないものであったと
いえる。また，医療利用組合は，無医村における

医療提供の手段として，恐慌期以前からの農村医

療に対･する国民の要望に応え，農山村での医療提

供の実態を担っていたことが確認できる。

医療利用組合運動を国保制度普及の歴史的前提

として位置づける際に，問題となる具体的な課題

についてふれておきたい。医療利用組合運動研究

では，次のような組織形態に着目した分類と，そ

れによる展開の過程を医療利用組合の発展の段階

性として論じることが通説となっていた7)。その

ため，医療利用組合の発展の段階性と国保制度普

及との関係を合理的に説明することができなかっ

た｡すなわち医療利用組合の形態では，－町村を

事業区域とする産業組合が四種兼営事業のうち利

用事業の一つとして医療事業を行うもの（以下，
四種兼営医療組合と略記)，－または複数の郡を

事業区域として医療事業を専らにする医療利用組

合（以下，広区単営医療組合)，町村産業組合を

基礎単位として郡または県レベルで連合会組織に

よって医療事業を行う医療利用組合（以下，医療

組合連合会）がある。展開としては，四種兼営医

療組合→広区単営医療組合→医療組合連合会とい

う過程をたどり，この展開過程に発展の段階性を

みることができるとする。一方，国保法をみれば，
普通組合の設立を原則とし市町村を区域とするこ

と（第'0条)，さらに法人一産業組合による代行

組合の設立については医療施設を為すことを条件
に地方長官の許可を受けること（第54条）を定め

ていた。すなわち，国保法は，代行事業について

は市町村を区域とする産業組合が行うことを想定
していた。したがって，医療組合の形態分類のう

ち，医療利用組合の発展の段階性ではより高い到
達点とされる広区単営医療組合，医療組合連合会
が国保代行事業許可を受けることは極めて困難で
あった。

以上の課題を検討するに当たり，先ず，組織形
態からみた医療利用組合運動の展開を再検討する。
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の様相を示し，農業生産力，農民運動の動向，産

業組合の普及ともほぼ一致して，「地域性｣をもっ

て展開したu)。初期医療利用組合のうち医療事業

を継続した組合は限られていた。また，初期医療

利用組合は，組織形態からみれば四種兼営医療組

合の先鞭といえる。

一方，広区医療利用組合の先鞭役をはたした青

東病院は，それ以前の初期医療組合の組織形態で

ある－''1J村単位の四種兼営医療組合とは異な

り，１市23111J村を区域とする広区単営医療組合と

して，1928年に事業を開始した'2)。その後には，

鳥取県利用組合厚生病院，高知県高陵利用組合昭

和病院が開設し，東北，山陰，四国地方で相次い

で開設されていった。

第２表には，1937年12月現在における医療利用

組合および同連合会の設立状況を府県別に示した。

また、第３表には、1942年までの組織形態からみ

２．組織形態からみた医療利用組合の展開

2.1組織形態からみた医療利用組合の展開とそ

の特質

1900年制定の産業組合法による産業組合は，部

落，あるいは111J村を単位として，信用事業を行う

任意の経済団体として設立され，購買，販売，利

用と，その事業範囲を四種兼営に拡張した。産業

組合による利用事業の一つとして創始された医療

事業は，1918年に事業を開始した，島根県青原信

用購買販売利用組合が最も早く8)，この後1928年

までの医療利用組合は，四極兼営医療組合として

事業を開始した。1928年に，青森県弘前市に東青

病院が創立されたのを画期として，広区単営医療

組合が相次いで設立されるようになる。広区単営

医療組合に対して，それ以前に設立された医療利

用組合は「初期医療利用組合｣と呼ばれる,)。

初期医療利用組合は，例えば青原村産業組合の

ように，開業医師が定着しないという村の問題に

対して，産業組合が独自の対応をしたという限り

で'0)，産業組合中央指導者が主張するように「自

発的｣に事業を開始したものといえる。第１表に

は，初期医療利用組合の設立状況を示した。初期

医療利用組合の展開は，全国的にみれば西高東低

第２表医療利用組合および医療利用組合連合会の設立状況
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(出所）1937年はⅢ今回医療利用組合協会「医療利用組合及同述合会名簿（昭和

１２年12月末現在)｣。

1941年は，全同|厚生連｢協同組合を中心とする日本農民医療迎助史前編」

203頁。

注ｌ）表『１１の1937年は1937年末，1941年は1941年６月のデータ。

注２）四極兼営は，医療ZIr業を行う四極兼営産業組合。広区単営は，広区単営

医採利用組合のうち，迎合会所属組合を除く組合｡

述合会は，迎合会所属医療利用組合。連合会欄の（）内はⅢ迎合会の

うち府県迎合会の数。

注３）休止組合は除外している。

(出所）黒川泰一「保健政策と産業組合｣三笠撫房，1939年,157-158頁より作成。

注１）表中には，出典に従って1928年設立の医嫌利用組合も示している。

「保健政紫産業組合」の分類は，初期医探利用組合の本文'１１の定鵜とは必

ずしも一致しておらず，広区医娠利用組合である青森県７に宵病院が設立

された時期とも重なる1928年設立の組合を含んでいる。また，以下の記
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史刊行会，1966年，280-281頁。
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た医療利用組合の設立の全国の設立状況を示した。

この二つの表から，産業組合中央会によって医療

利用組合の連合会への改組が推進される前と，そ

の後の状況を比較することができる。1937年には，

第２表で休止中の２組合を除けば146組合が事業

を行っていたことが確認できるのに対して，第３

表では同年に126組合が設立されていることにな

る。第２表の原資料では，医療施設経営の実態の

ない産業組合連合会が後援機関として名を連ねて

いたと思われる。まず，第２表で，道府県別の医

療利用組合設立状況を確認しておきたい。四種兼

営医療組合では，熊本の14組台，三重の７組合，

岐阜，福岡の５組合が確認できる。広区単営医療

組合では，青森と秋田の８組合，新潟の７組合，

愛知６組台が確認できる。また，新潟と愛知では

四種兼営医療組合，医療組合連合会があった。医

療組合連合会は，岩手10組合，栃木，群馬で４組

合，静岡３組合が確認できる。以上のことから，

医療利用組合の展開には「地域性｣があったこと

が確認されると同時に，組織形態からみた医療利

用組合の展開にも「地域性｣があったことがわか

る'３１。第３表では，1933年以降に連合会の改組が

進み，そのピークは1938年から41年であったこと

が確認できる。青木は，第３表を検討した結論と

して，四種兼営医療組合→広区単営医療組合→医

療組合連合会という医療利用組合の発展の段階性

をみることができるとしたM)。しかし，別のみか

たでは，四種兼営医療組合と広区単営医療組合の

展開は，1930年代に盛んで，時期的にも重なって

いたということができる。また，1933年以降には，

四種兼営医療組合と広区単営医療組合がそれぞれ

医療組合連合会に改組する動向がみられる。

第３表でみれば1938年は医療利用組合の連合会

組織化が最も進んだ時期であるが，同表1942年現

在の動向をみれば，四種兼営医療組合が全国で６２

組合，広区単営医療組合が24組合存在した。また，

連合会については，２府16県の未設置県が存在し

ていたことが確認できる。つまり，医療利用組合

は「地域性｣をもって展開したことが－つの特徴

であり，医療利用組合の組織の再編成の進み方も

第３表医療利用組合の設立状況

町村産組

四極兼営

年

広区瀬営ｌ迎合会

1919（大正８）

1920（大正９）

1921（大正10）

1922（大正11）

1923（大正12）

Ｉ 

２ 

8 

1924（大正１３） '１ 

1925（大正14）

1926（大正15）

1926（大正16）

1927（昭和２）

1928（昭和３）

1929（昭和４）

1930（昭和５）

1931（昭和６）

４ 

勺

３ ２ 

３ 

193201日和７）

1933（昭和８）

1934（昭和９）

1935（昭和10）

1936（昭和１１）

1937（昭和12）

1938（昭和13）

1939（昭和14）

1910（昭和15）

1941（Ⅱ部1116）

【942（昭和17）

県計

Z 9 

４ ２ 

６ ２ 

10 ]３ 1１ 

'1７ 1３ ０． 

９ Bｉ ４ 

§
】

2０ 

０１ H１ 

１１ 

■
、

４ 

ｕ ２ 

８N 醜 5９ 

1937年現在

[942年現在

認 5］ 1６ 

髄 2４ H６ 

(出所）Ｔ』「木Iill夫「初ＩW医療利用組合の諸相（上)」３頁より一部を転戦。
注ｌ）本業開始年を基地に分類。

注２）認可をうけざる任意組合は含んでいない。

また地域によって異なっていたといえる。すなわ

ち，1941年までの単位組合の組織をみれば，組織

形態の変容は，必ずしも一つの道へ収散していっ

たわけではない。このことは，連合会への改組が

内的「発展｣によってなされたものかどうかを検

証する必要があることを示唆している。

また，連合会組織への再編過程に注目すれば，

未設置県がある一方で，連合会組織自体も拡大さ

れていった。すなわち，1936年事業開始の富山，

岩手を端緒として，1941年までに福島，新潟，愛

知，奈良山口の各県で県単位の連合会が設立さ

れている。従来の三形態に加えて，県単位の医療

利用組合連合会への再編が進んだことが確認でき

るのである。連合会組織への再編が進んでいた県

においては比較的組合員世帯数が多く，医療提供

の点では一定の役割を果たしていたことが確認で

きる１５)。第４表には，職業別医療組合員数を組織

別に示した。実数でみれば，四種兼営医療組合に

比較して，広区単営医療組合，医療組合連合会で
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合会組織は福岡県連信販購利組合であった

が，1941年の名簿には掲載されておらず，医療施

設経営の実態がなかった組合であった可能性があ

る'8)。ここまで検討してきた４県では，四種兼営

医療組合と医療組合連合会が同時期に設立されて

いく動向が確認される。すなわち，四種兼営→広

区単営→連合会という組織再編が行われていなか

った。

次に，広区単営医療組合が展開した４県をみて

いきたい。青森では，広区単営医療組合８組合の

うち１組合が1939年に連合会へ改組した'9)。秋田

では，1935年に広区単営医療組合が８組合あり，

このうち３組合が1938年から40年までに連合会へ

改組した。他方，1938年に四種兼営医療組合１組

合が医療事業を開始した20)。新潟，愛知では，広

区単営医療組合が連合会組織に改組していること

が確認できるが，四極兼営医療組合の改組は進ん

でいない。ここでは，広区単営→連合会という組

織再編の動向が確認できたが，その進み方は県ご

とに異なっていた。

次に，連合会組織についてみてみたい。岩手に

おいては，1936年に岩手県医薬購買販売利用組合

連合会が設立されたが，それ以前には広区単営医

療組合が９組合あいまた四種兼営医療組合が２

組台あった。このうち，県連合会へ統合されたの

は広区単営医療組合のみで，２つの四種兼営医療

組合は統合されなかった2,・群馬は，1937年まで

に連合会組織による医療組合が４組合あった。ま

た，連合会組織によらない広区単営医療組合が

1941年までに１組合設立されている。

以上のことから，医療利用組合運動の組織形態

からみた展開の推移を整理しておけば，全国的に

みた四種兼営→広区単営→連合会という組織再編

の動向は，四種兼営組合→連合会，あるいは広区

単営→連合会という二つの組織再編の合成であり，

さらに連合会組織への改組という一つの方向に向

っていたことが確認できる。また，組織形態は，

従来の三形態に府県単位の医療組合連合会を加え

た四形態が確認できた。

産業組合は,1920年代末の産業組合刷新計画,3０

|ま，農業以外の広範な職業の組合員が存在してい

る。しかし，このことが医療組合員の対壜象を拡大

したといえるだろうか。組合員の割合をみれば，

四種兼営医療組合が農業従事者を，広区単営医療

組合が農業従事者以外の対象も組合員としていた

ことが確認できる。つまり，四種兼営医療組合が

農村を，広区単営医療組合が都市近郊を中心に普

及していたこと，さらに連合会がこれら二つの組

織からの転換であったことから，そのことは単に，

農村か都市近郊かという地域類型を説明している

に過ぎないのではないか。

第４表医療利用組合の職業別組合員数（1941年６月現在）

農業林業工業商業水産業俸給労働者その他法人合計

生活者 組合数

，Ｗｌ１ＷＷｌＷｌ，Ｉ１ｉｌＷＷＷｉＷ`iM 
mlllI（;,ＷｌＷ１ｌｌ乢IIlWmilimWiMI
899,71111194932132996,0772013冊26,38012108879,8284,1951J821913

（76）（１）（３）（８）（２）（２）（１）（７）（0）（100） 

'jlWl1:ＷＷ'jWWl，Ｗ１Ｗ'1ＷＷ３１Ｉｉｌｌｌ 

組織

形態

町村四

極兼営

広区

単営

迎合会

301339 

（19） 

3139 

（２ 

合計

(出所）産業組合中央会「産業組合年鑑」昭和17年度版，250頁。

注）（）内は．組合員合計に対するi馴合，単位は％。

2.2医療利用組合展開の「地域性」

以上の検討で，医療利用組合の展開に｢地域性」

があったことが確認された。以下では，府県レベ

ルでの医療組合組織の再編の実相を検討していき

たい。事例として，1937年の時点で医療利用組合

数が多い道府県から，上位10府県＝青森，岩手，

秋田，群馬，新潟，岐阜，愛知，三重，福岡，熊

本をとりあげる（第２表に府県名を□で囲って強

調)。

まず，四種兼営医療組合が多かった県一岐阜，

三重，福岡，熊本についてみてみたい。岐阜で

は，1937年以降に四種兼営医療組合が１組合設立

され，医療組合連合会が１組合設立されている'0)。

三重では，四種兼営医療組合が２組合減少してい

ることが確認できるが，内訳をみれば１組台の設

立，３組合の休止または廃止が確認できる。また，

連合会組織による組合が新たに１組合設立されて

増加した１７)。福岡，熊本では，1941年時点で四種

兼営医療組合のみが確認できる。また，福岡の連
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年代の産業組合拡充計画によって，系統機関を整

備していく。全国連合会一道府県連合会一郡市連

合会一町村組合という系統機関は，必ずしも医療

利用組合のみにみられる組織形態ではない。他の

産業組合事業にもみられた組織形態であり，これ

が日中戦争，1938年の国家総動員法公布以降に，

総力戦下の統制経済体制に組み込まれていくこと

を容易にする。こうした医療利用組合の組織再編

について，指導機関たる産業組合中央会はどのよ

うな指導方針を示していたのかを次にみておきた

い。

として計３回,公刊している。これに加えて，１９２７

年『利用組合に関する調査』，1942年『産業組合

に於ける国民健康保険事業経営事例』でも，医療

利用組合の経営事例の報告をしている22)。この調

査対象となった組合から，中央会が当時どの組織

形態に注目していたかが明確になる。第５表は，

産業組合中央会の行った医療利用組合調査の対象

組合を整理したものである。

中央会が初期医療利用組合に注目して調査を行

ったのは，1927年の「利用組合に関する調査』で

(第５表)，７組台を紹介している鰯)。なかにはす

でに医療事業を休止した組合についても紹介され

ているが，いずれも無医村であることを理由に開

設され，従来の診療価格よりも低額の負担により

医療を提供したこと，医師との間に診療料金をめ

ぐっての対･立があったことが記されている２０．初

2．３産業組合中央会による「医療利用組合経営

事例｣の調査とその推移

産業組合中央会は，医療利用組合に関する調査

報告書を1933,36,39年に『医療組合経営事例』

第５表産業組合中央会による医療利用組合経営事例調査

調査資料随目（出版年）

｢利用組合に関する資料」

(1927） 

調査対象組合（通府県） 調査時の区域／組合員数 分類郎業開始年）

初期・四極（1922）

初期・四極（1923）

初期・四極（1922）

初期・四fHi（1924）

初期・凹祇（1925）

初期，四種（1923）

初期・四極（1919）

初期・四極（1924）

凹祁（1931）

広区（1930）

喬木信販鮒利（長野）

発志院信販IＩi利（奈良）

船聴信販賑利（岡山）

久原信販臓利（福岡）

ﾘﾘ瀞村信販Illi利（愛媛）

神野新田信販Illi利（愛知）

脊原村信販I11i利（島根）

秋腿信販HlIF利（J勘根）

下jⅡ信販IMT利（岐阜）

利用組合厚生病院（凡取）

下伊那郡喬木付／記戟なし

添上祁冶道村／記職なし

満ロ郡船穂村／記城なし

粕屋郡久原村／321名

謹多郡柳鰯村／記戦なし

渥美郡１牟呂郡吉田村／記iiiなし

鹿足那青原村／記枇なし

｢医療組合経営取例」（1933） 八束郡秋鹿村／690名

1111上111<下川村／497名

脇取県來(ll1郡１同気高郡,

岡山県風ﾉﾐﾄ羽郡，同苫田邪／3,725名

島根県鹿足郡，同美狼郡／1,778名

秋田市，南秋田郡！河辺郡，由利邪

lTl731ケ町村／7,749名

山本郡の３町22ヶ材／4,168名

石西利用組合共存病院（島根）

秋田医派利（秋田）
広区（1932）

広区（1932）

山本郡医派附利（秋、）

山木郡医療l艀Ⅱ（秋、）

秋田医療附利（秋田）

中越医療利ｌｉル（新潟）

唾
一
座
駆
唾

(1932） 

(1932） 

(1932） 

(1934） 

｢医療組合経営辨例」（1936） (T1j栂）

(再蝿）

長岡市，古志3111，三島郡の１市

28ケⅡ1丁村／7,100名

盛岡市，岩手JIll，柴波那／12,632名

憩海郡／13,948名

岩手県内／102106名

購買利用盛岡病院（岩手）

鶏海那Ｗｉ版利辿更生病院（愛知）

広区（1933）

連合会（1933）

(県）連合会・国保代行（1937傘）

四極（1939準）

四極（1939単）

四極（1938薄）

四柾（1938.）

四極（1939.）

四極（1938.）

四和（1939,）

｢医療組合経営事例』（1939）

｢産業組合に於ける国民健康

保険刻下業経営事例』（1942）

岩手県医薬IMiI仮利組合迎合会（岩手）

南保信販附利（密山）

南摩村信販IMi利（栃木）

四ツ小屋村信販ＩＩｌｉ利（秋田）

小１１３利村信販Ni利（'１皮単）

富岡村信販ｌＵｉ利（静岡）

西梅木村信販蛎利（京都）

日頃市信販i1ili利（岩手）

下新川1m南保村／428名

上部塑那南康付／484名

河辺郡四ツ小屋付／351名

吉城邪小鷹利村／550名

磐田邪富岡村／447名

船井邪西枕本村／301名

笂仙祁日lZiTl7村／395名

ｌ
Ｉ
１
ｌ
１
 

(出所）産業組合中央会「利用刺I;業に関する調査」産業組合調査資料，1927年。

産業組合中央会「医振利用組合経営本別」産業組合調査資料，1933,1936,1939年。産業組合'１ｺ央会・全国協同組合保健協会「産業組合に於ける国民健康保険萠
業経営事例１産業組合調査資料，1942年。

注１）組合名の信用・販売・附買・利用を，それぞれ僧・版．識・利と略した。

注２）分類の初期，四種，広区は，それぞれ初期医療利用組合，四極兼営産業組合の行う医療珈業，広区は広区１１１宮医療利用組合を指す.
迎合会は,連合会組織による医疲利用組合を指す。国保代行はⅢ国民健康保険代行組合鞭業。

注3）「産業組合に於ける国民健康保験本業経営事例」の区域および組合貝数はⅢ国民健康保険代行組合の区域および組合員数･
注４）1939年，1942年のｒ経営事例」の事業FM始年月（＊で強調）は，国民健康保険代行組合の甑業開始年月日。

､ 
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では新たに出資金を集める必要があり，組合員は

何重もの出資をする必要があった。そのため，広

区単営医療組合が広く普及した青森，岩手，秋田

では，医療機関が存在する都市部だけでなく，か

つての無医地区でも組合加入率は必ずしも高くは

なかった。これに対して連合会組織は単位産業組

合が集まって構成されるもので，この問題を解決

する目的があった。

中央会は，「連合会組織の発展｣は既存の産業組

合に基礎をおくもので，経営上の問題を合理化す

ることができるとした30)。この方針は1932年ごろ

から定まりかけたが，政府の方針として確定し，

発表したのはその後のことであった3D・同方針

は，1933年の愛知県碧海郡購買販売連合会の医療

利用事業兼営許可を契機としている321。1935年に

農林省蓮池事務官は，広区医療組合は町村産業組

合を基礎とする連合会組織によるという方針を決

定し，産業組合中央会もこの方針に従い指導した。

1935年３月には，愛知県碧海郡で連合会更生病院

が診療を開始した。ついで，同年８月には京都府

に医療利用組合連合会南丹病院が郡単位の連合会

として設立され,翌年に事業開始した。また,１９３６

年11月には－県を区域とする富山県購販利組合連

合会第一病院が開設，続いて岩手県医薬購販利組

合連合会が結成された。

1935年の「産業組合』誌は，碧海郡購買販売連

合会更生病院および静岡県駿遠医療利用組合共生

病院の二つの連合会組織による広区単営医療組合

が優良な成績を挙げていることを紹介し，経営の

合理性を強調した33)。また，黒川泰一は，秋田県

山本邪の広区単営医療組合を紹介した，`)。他方，

蓮池公咲は，「農山村に於ては，良質の医療を容

易に且つ経済的に得ること，都市勤労者中小産者

に於ては医療を経済的に得ること｣が切実な要求

であるとして，広区単営医療組合の可能性を強調

した35)。1932年から35年にかけて医療利用組合は

急増している。すなわち，1932年４月には26組

合，1933年１月には32組合，1934年４月には69組

合，1935年10月には91組合となり，このうち２組

合は連合会組織により，連合会加盟組合を加えれ

期の医療利用組合運動は，自由開業医制度を根幹

とする医療制度のもつ矛盾に，地域の産業組合自

らが対･応しようとしたものである。医療の道義を

強調する医師の主張に反して，医師と医療利用組

合の対立は，経営問題，診療価格問題へと展開し

ていった。この問題の本質は，医療制度自体の問

題であったにも関わらず，医師はその矛先を医療

利用組合運動へと向けていった25)。

1932年の農山漁村経済更生運動に対･応し

て，1933年から産業組合拡充五ヶ年計画が実施さ

れた。拡充計画は，1'1J村単位四種兼営の産業組合

設立，未設置村の解消を重視していた。また，産

組拡充計画の「利用組合｣の項には，農村産業組

合における医療利用組合設立促進の内容が確認で

きる。この1933年の『医療利用組合経営事例」で

は（第５表)，四種兼営医療組合が２件，広区単

営医療組合が４件紹介されている。産業組合中央

会は，1928年に青森県弘前市に東青病院が創始さ

れたこともあり，郡市区域として展開した単営組

合の事業成績に注目していた26)。すなわち，産業

組合拡充計画が農村産業組合の拡充を中心的な目

標とするのに対し，医療利用組合については「経

営比較的良好なのは組合員二千人以上，一県少な

くとも二郡以上を区域とするものに多く，－町村

を区域とし，組合員四五百名を擁する農村産業組

合に於ては医療事業の成功しているのは極めて少

い｣ことを問題とした2ｶ゜

青森，岩手，秋田などに設立された広区単営医

療組合は，「単純な孤立の病院ではなく，市街地

に本院を有し，適当の距離の市町村に，分院を有

する，いはぱチェーンストア的の病院｣であるこ

とで，農村住民に対して医療提供の便宜を与える

だけでなく，専門医による診療を可能にした28)。

しかし，このことによって開業医と医療利用組合

の間に競争が生じ，医師による医療組合設立に対

する反対運動が起こるようになった。医療利用組

合の連合会への組織統合は，広区単営医療組合の

事業運営上の問題を解決する目的があった四)。す

なわち，四種兼営医療組合では医療事業の出資金

を集めることがないのに対し，広区単営医療組合
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ば148組合に達し，１道２府27県に分布するよう

になった36)。

広区単営医療組合を中心に事例を紹介している

のは，1936年『医療利用組合経営事例｣である(第

５表)。1933年「経営事例』の山本郡医療購利組

合，秋田医療買利組合の２組台を再褐した他に，

新潟，岩手の広区単営医療組合が紹介されている。

これに加えて，購買販売利用組合連合会が連合会

の－事業として開設した愛知県碧海郡購販利連合

会更生病院についても紹介した37)。この時期，産

業組合中央会は医療組合連合会の展開に注目する

ようになる。中央会は，青森，秋田岩手の連合

会組織による「医療組合網｣に注目し，「今や医療

運動は北より南へと伸びつつある｣，そして「東

北に於ける輝かしき〈成功＞は全国農村医療問題

に光を与え，且つ確信を与えた｣と「医療利用組

合の発展｣の稿を結んでいる38)。

同年に，農林省は全国の医療利用組合の状況を

詳細に調査し，その結果として「医療利用組合の

情勢と特色｣を公表した39)。同省は，医療利用組

合は農村経済更生上にも重要なる任務をもち，農

山漁村にとって欠くべからざる施設であるとした

上で，広区単営医療組合を連合会組織に改組する

指導方針を示した４０)。中央会は，1937年からは，

岩手県の県単位の医療組合連合会組織をモデルと

して推奨し，四種兼営医療組合および広区単営医

療組合は医療組合連合会への改組を進め，段階的

に道府県連合会を目指して改組するよう指示し

た４１)。

1938年の第二次産業組合拡充計画は，社会施設

の整備の一環として，具体的に「医療利用組合」

の項を設けて医療利用組合の設立推進を強化した。

計画は，医療利用事業は連合会組織を原則とする

として，組織再編についても明示した42)。1939年

の『医療利用組合経営事例』では（第５表)，１８０

頁余りのすべてを岩手県医薬購買販売利用組合連

合会の経営事例の紹介に当て，中央会は県連合会

組織の一点に注目するようになった。

岩手県の医療利用組合運動は，1938年の「産業

組合』誌で，同県の医療利用組合運動をリードし

てきた高橋新太郎により，２回の連載で紹介され

た卿・高橋は，産業組合が医療事業を行うことの

意義は雌)，「国民保健運動の核心的使命を担当す

る｣ことにあり，「医療保健の協同組合化｣である

とし，医療利用組合が国民保健運動の主体となる

べきと主張する。そして，医療利用組合の発展は，

産業組合拡充運動の達成，連合会体制への－大転

換，「事変勃発後の戦時体制の進行に伴っての－

大飛躍（国民健康保険代行組合としての展開：引

用者注)｣にあり，「広汎な国民運動として一層価

値づけられ，政治的にも重要性を加へた｣とした。

さらに，「医療利用組合の発展を制約する｣内的問

題として，組織上は「町村産業組合を基礎として

保健運動から再出発することの必要性｣があり，

広区単営医療組合，医療組合連合会と連合会所属

の単位組合との関係が重視されるとした。高橋は，

医療利用組合の「発展｣について，経営面を重視

するだけではなく，医療利用組合のもつ元来の機

能を，連合会改組後の町村を区域とする医療利用

組合に対して求めた。しかし，医療利用組合運動

の医療提供の意義よりも政治的重要性を強調する

論理は，医療利用組合運動が総動員体制に組み込

まれ，それに融合されていくことを擁護するもの

となった。すなわち，1941年刊行の著書の「序」

での高橋の主張がそのことを示している。いわく，

医療利用組合発展の「第四期は，自由主義的社会

事業的色彩を持つ農村保健運動の性格を総動員体

制へ転換せしめ，農村をして我民族生成発展の基

盤としての資格を十分に発揮せしむる画期的時代

でなければならぬ。（中略）第四期発展の医療利

用組合は，従来の認識を以て規定する医療組合の

範囑を乗り超えたものであるかも知れない。医療

利用組合としての色彩を判別し得ない迄にその性

格が歴史的発展を遂げたもの,換言すれば,農村保

健政策が農村生産政策の中に融合し切ったものが，

医療利用組合運動の最後の姿でなければならぬ｣鰯)。
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徐々に戦局が悪化していく時期であった。その中

で，健康保険制度，国民健康保険制度は，国家総

動員の一つの糧としての「皇国翼賛の仕事｣'８１と

して位置づけられるようになった。『医療組合』３

巻1号では，各組合の病院長，医師らが，医療を

｢国防の源泉｣と位置づけ，「国家総力戦｣の下での

｢銃後の体力増進｣に協力していく所存を述べてい

る綱)。また，時局の要請に応えて，医療組合の活

動範囲拡充の可能性として，中央会による「農村

保健運動計画｣の実行，秋田医療組合の医学薬学

専門学校創設構想，青森三八城病院の薬品医療材

料の全購連による購入と応召組合員と家族に対･す

る低額救療などの事例を紹介した50)。また，秋田

県五条日医療組合は，「長期建設に備ふる為に連

合会に改組｣申請をしたと伝えた５１１。医療利用組

合は，この時期すでに，総力戦体制下における保

健国策の実行部隊となっていた。

３．機能面からみた医療利用組合の展開

一機関誌『医療組合』の分析を中心に－

医療利用組合の組織形態からみた三形態＝四種

兼営医療組合，広区単営医療組合，医療組合連合

会は，1941年以降には全てが－府県を単位とする

連合会へ改組していくという一つの方向に進んで

いった。この改組の動向は，医療利用組合のIHT村

単位医療組合一郡市連合会一県連合会一全国連合

会という系統組織化に他ならない。医療組合の母

体である産業組合は，系統組織を完成させること

によって，官僚制の一翼を担いながら，自らを統

制経済の中に組み込んでいった。全国疾療利用組

合協会（以下，全医協）は，医療組合の具体的な

機能を地域で担っていた実践者らに，かかる系統

組織化の合理性をどのように従来の機能と結びつ

けて啓蒙し，下降・浸透させていったのか。以下

では，全医協の機関誌『医療組合』の分析を通し

て，医療組合の組織形態と関連づけて，その機能

を明らかにしておきたい。小論では，『医療組合』

誌の巻号数が若い順にみていくが，そこでは，医

療利用組合の性格が変容していく様が鮮明に読み

取れる⑥。

『医療組合』誌は，全医協の濱田道之助が発行

人となり，組合病院の医師，その他組合関係者ら

を読者としていた。同誌は，各地の産業組合，医

療利用組合による活動に関する報告，実践者の投

稿原稿を掲載したほか，産業組合中央会，全医協，

厚生省官僚の寄稿も掲載し，実践者に対する中央

会の指導のための教育的，啓蒙的役割を果たした。

以下では，1939,40年の『医療組合』誌を検討す

る。この時期は，連合会への組織再編が進んだ時

期でもあるが，医薬制度調査会の公営医療構想の

具体的提案が差し迫った問題となり47)，また国保

法施行後２年目に入り国保組合設立に積極的に取

組むべき時期にあった。さらには次のような事情

もあった。

(2)国民健康保険代行組合

1938年の国民健康保険法第54条は，代行組合設

立に制限的な規定をしていた。国保組合普及に当

っては，農林省が国保代行組合の設立を奨励した

のに対して，保険院はこれとは異なる見解を示し

た。保険院長瀬恒蔵は，医療利用組合の経営問題

にふれながら，「代行条件に合致するものは比較

的少ないから，寧ろ医療利用組合が代行の形式を

採らずして，国民健康保険組合をして医療利用組

合の医療設備を利用することを得れば，農漁山村

の住民は非常に便利で又医療費の負担を軽減する

ことを得ると同時に，国民健康保険組合を設立す

れば国庫補助を受け得るを以て，一石二鳥の効果

を得る」とした52)。以上のように，医療利用組合

の経営問題と結びつけて，国保普通組合設立に協

力を11平びかける長瀬の論調は，医療組合運動の担

い手にとって果たして説得的であったろうか。保

険院長瀬によれば，国保制度普及によって医療の

経済的問題だけではなく，地理的偏在の問題も解

決されるという。しかし，国保制度普及によって

医療施設の経営が改善し，真に農山村の医療問題

が解決するのであれば，医療組合を国民健康保険

(1)総力戦体制と医療利用組合

1939年は，日中戦争に突入して２年目に当り，
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代行組合として活用する必要がなかったのである。

３巻４号は,国保代行組合の一覧を掲載し,1939

年３月の代行組合数を32組合と伝えた53)。府県ご

とにみれば，岩手6,秋田3,栃木1,群馬3,干葉1,富

山5,山梨1,岐阜1,静岡1,愛知1,滋賀1,京都l,鳥取

Ｌ福岡2，長崎1，佐賀2，熊本１である。

制度調査会に対-する対策では，具体的な論究を見

ることなく中央会に一任するに止まった。「この

問題は，医療組合の確立を図るための根本問題と

して取り上げられなければならないことで，連合

会組織の提案もこれが根本動機である。しかし協

議会では実現性の多い医師の養成に向けられた。

医療組合連合会の設立は，もはや理想論ではなく，

そして医薬制度の問題は医療利用組合の死活問題

である｡｣保健協議会で，「提案として挙げられ，

また今迄連合会組織に就て言はれてきたものはか

う云ふ政治的な問題ではなかった。組合発展の順

当なる経路としての連合会組織であり，諸種の経

営問題が連合会組織に依ってより統一的により

科学的に行はれるという論拠に立つものであった。

而して此の問題だけで連合会設置を論ずる時，現

在の実勢力は或は尚早であるかもしれぬ。未だ全

国的においそれと云ふ風には気運が醸成されてを

らぬ｣57)。著者は，保健協議会の連合会への改組

の論拠が経営問題から政治問題へと変わったが，

全国的にはそのような気運が醸成されていないと

警鐘を鳴らしたのである。

第74回帝国議会では，日中戦争に対する予算と

同時に，職員健康保険法，船員健康保険法が成立

した。この時期に，社会保険制度の対象拡大を企

図したのは，「国力の伸長増進に深き関連を有す

る施設である｣58)からであった。３巻３号は，秋

田県，青森県で連合会改組が進んでいることを伝

え59)，４号は，北海道の医療利用組合運動計画，

全購連仙台支所の保健運動計画`O)，栃木で四つの

医療利用組合連合会病院が開設したことを伝え

た６１１。また，高橋新太郎の「経営費より見たる組

合員の利用料負担に就て｣は４号で２度の連載を

完結した。

３巻５号は，厚生省主催で５月２日から１週間

行われる「健康週間｣の特集記事を組み，また，

これに先立って行われた３月の産業組合記念日の

｢銃後農村保健デー｣を顧る記事が掲載された。農

林大臣櫻内幸雄は，農村での「健康週間｣の担い

手として,産業組合による農山漁村保健活動は｢我

国保健医療制度の運用上極めて枢要なる存在｣で

(3)厚生省の「健康週間｣と連合会への改組

全医協は医療利用組合のみでなく，全ての産業

組合に組織を拡大するため，全国産業組合保健協

議会（以下，全保協）と名称を変更した。１月に

開催された同会の協議事項として，銃後農村保健

運動強化に関する諸点および農村に適合する医療

組織が主としてとり上げられた劇)。この協議会

は,５月に政府主催で行う｢健康週間｣への協力，３

月６日の協議会主催の「銃後保健デー｣実施，医

薬制度調査会への対策のために開催されたもので

あった。３巻２号巻頭では，産組中央会の宮城孝

治課長が全保協開催の盛況を伝えた。そして,｢医

療組合が単に組合運営と治療のみに終始せず進ん

で保健予防衛生の方策を実行し真に国民の体位向

上の上にその効果を発揮し得るならば如何にその

価値に輝かしきものがあろうか｣とし，そのため

には連合会組織と区域内の町村産業組合の連携が

必要であり，また広区単営医療組合も連合会組織

としなければならないとした55)。これは，全保協

の「長期建設に対処する為医療利用組合の採るべ

き方策に関する件｣の決議の内容を改めて確認す

るものであった5`)。連合会組織への改組は，医療

利用組合経営の問題として取り上げられただけで

はなく，大規模な保､腱事業のために必要とされる

ようになったのである。また，その背景には，医

薬制度調査会の公営医療構想があった。

３巻３号は，全保協の特集記事で冊鬘子の約半分

の頁を割いている。まず，産組中央会会頭千石興

太郎，軍医小泉親彦の協議会における講演記事を

掲載した。一方，協議会に対して次のような批判

的な論説も掲載された。ＺＪＫ．「保健協議会に現

われた諸問題｣は，協議会に提出された各地医療

組合の問題を扱い，次のように述べている。医薬
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あるとした62)。かかる農林省の論調の特徴は，保

健活動，厚生省の「健康週間｣と結びつけて医療

利用組合の組織力拡大，連合会への改組を論じる

ところにあった。

できる６８１・成瀬村健康調査については，３巻１０

号，１１号に報告書が掲載された。銃後農村で婦人

少年の労働時間が増加し，乳幼児の健康状態が悪

化していることなどが報告されている。現場保健

婦の寄稿には，農村保健の重要性が述べられ,｢医

者のいない村に医者をおくこと，そのまへに，最

初の衛生調査をし，直接医療や衛生の手引きをし

てくれる巡回看護婦さんをおくことは農村医療事

業の急務である」と訴えた６９)。しかし，日本労働

科学研究所調査の本来の目的は，農村保健・医療

のためではなく生産力増強にあった。

医薬制度調査会の議論が進展すると，中央会指

導層の寄稿が多くなってくる。３巻10号には中央

会会頭賀川豊彦，産組中央会組合学校主事青木一

巳，１１号には全医協常任幹事三宅正一，青木一巳，

黒川泰一ほかの記事が掲載された。医薬制度調査

会の医療公営論の行方には医療利用組合運動の運

命がかかっていた。これらの記事には多くの紙面

が割かれたが，もう一つ重視されたのは保健問題

に関する記事であった70)。全保協は，３月と５月

の保健運動に加えて，農繁期の保健運動の重要性

を強調し，1939年10月にはこの年３回目の保健運

動を実施した7,・厚生省の「健康週間｣に全面的，

積極的に協力する姿勢は，医薬制度調査会委員の

気持ちを動かすのに幾分かは作用したかもしれな

い。３巻12号の巻頭で，黒川泰一は次のように述

べた。「事変三年にして食糧及労力問題は今や最

も深刻な問題と化し」｢戦時下の農村は兵力と労

力の給源たると同時に，今や食糧牛産の絶対確保

の重責を課せられている｣。紀元二千六百年の｢記

念事業として産組のなすべき｣は，保健施設の実

施である。「かくてこそ反課税運動に於ける〈産

業組合の公益性〉も現実の力となり得るであら

う｣72)。

４巻５号は，厚生省「健康増進運動｣に併せて

開催される産業組合の「農村健康増進運動要綱」

と厚生省「健康増進運動実施要綱｣が資料として

掲載された。産業組合の「運動要綱｣は，国保代

行組合，中央機関，道府県連合会，町村産業組合，

医療利用組合および同連合会のそれぞれが為すべ

(4)医療利用組合の組織形態および経営問題

同号では，全保協主事黒川泰一「医療組合経営

の基本問題｣を掲載した。黒川は，医療利用組合

の組織の現状として，府県連合会を含めた四つの

形態があるとした。そして，各形態の特徴，連合

会組織の利点を検討した後で，府県連合会を最も

望ましき形であると結論づけた63)。黒川の「医療

組合経営の基本問題｣は，３巻５号から12号まで

連載され，府県連合会への改組が啓蒙された｡

医療利用組合の経営は，景気回復によって改善

しつつあったが，医師不足，衛生材料の欠乏，諸

経費の高騰などの新たな問題が生じつつあった。

全国組合病院薬剤長会議第１回はこうした中で開

催された。また，1937年から毎年開催されている

医療組合事務研究会に合せて「国保代行促進協議

会｣が開催された剛)。全国４地域で開催された全

保協の協議会では，「国民健康保険制度並に同組

合の事業を行ふ法人に対する国庫補助金増額方に

関する陳情｣，「医療利用組合の員外利用に関する

陳情｣，「医療利用組合の農林厚生両省共同管轄に

関する陳情｣が決議され，各省への陳情が行われ

た6ﾖ)。当該時期の産業組合，医療利用組合からの

陳情の種類と数の多さは，その課題や障害の多様

さと山積を裏書きしている。

(5)農村保健運動

町村の産業組合では，保健婦を設置し，部落，

町村での保健婦訪問事業を行った。３巻８号は，

鳥取県稲葉産業組合の農村訪問婦事業を紹介し

た66)。また８号から連載開始となった「成瀬村現

地報告座談会｣は，７月に開催された日本労働科

学研究所による神奈川県に'｡郡成瀬村における健康

調査報告検討会の記録である。研究所は軍部との

結びつきが強かったが6７１，「座談会｣には黒川泰一

が参加し，会のまとめ役となっていることが確認
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きことを，具体的に示した。これに対し，厚生省

の「実施要綱｣は，運動の内容を列挙したもので

ある。黒川らは，産業組合の「運動要綱｣を体系

化されたものと自賛した。

れた゜報告では，普通組合設立に当って産業組合

が関与する方法として，役員の兼務，資金運用上

の連携，病院・診療所施設との契約などを示し，

模範的連携事例を挙げた'6)。普通組合と産業組合

の役員兼務は330組合中133組合で確認され，役員

の３割以上が兼務している。また，普通組合設立

に協力した組合は，133組合中56組合で，資金運

用上の連携では，保険料や－部負担金の余裕金預

入，借入のほか，産業組合から補助金，寄付金を

得ている組合が14組台あると報告された。さら

に,1940年度には代行組合設立の見込み組合が816

あると伝えた77)。

(6)国民健康保険制度の普及と産業組合

高橋新太郎は，全国の府県連合会組織のモデル

となった岩手県医薬購販利組合連合会の結成に関

わり，岩手県の国保代行組合の設立にも尽力した。

1939年11月に，高橋を全保協主事として呼び寄せ

たことは，県連合会への統合を本格的に進めよう

とする全保協，産業組合中央会の意志表示でもあ

った。もう一つは，1939年末までに岩手県に設立

された国民健康保険組合の全てが国保代行組合に

よったことがあった。高橋新太郎「国民健康螂保険

組合代行実務要綱｣は，４巻１号から連載を開始

した。国保法第54条，国保法施行規則，代行組合

許可に関する社会保険局長通牒の解説をした上で，

医療施設を直接もたない産業組合でも，医療利用

組合連合会に加入していれば，間接的に医療施設

を持つことになるから代行資格があるとした73)。

但し，この解釈が一般的ではないことは，保険院

官僚の発言，他府県の代行組合割合が岩手県ほど

ではなかったことが示している74)。

1940年７月には，国保法施行２年目となった。

４巻７号巻頭言で，黒川は次のように述べた｡｢産

業組合は，今こそ協同的組織と精神の全力を発揮

して，農業生産を確保し，農民生活に安定強化を

賦与する基礎施設としての，国民健康保険事業を

自らの責任に於て直にすべての産業組合が採上げ

るべきではないか｣75)。同号は，国民健康保険特

集を組み，平常より20頁余り紙面を拡大した。社

会保険局長清水玄，国民保健課長石原武二，全保

協黒川泰一の論説が掲載された。この外にも，大

阪，青森，岩手，新潟，栃木，岐阜の国保代行組

合設立の事例と経験，産業組合中央会各県支会の

国保代行組合普及促進についての経験が紹介され

ている。

また同号には，全保協の「産業組合と普通国民

健康保険組合の連携に関する調査｣結果が報告さ

(7)新体制下の医療利用組合運動

1940年７月には，第二次近衛内閣が成立し,｢高

度国防国家｣の創建のために官界・議会・国民を

｢新体制｣，翼賛体制として再組織化していった。

各政党，大日本農民組合は解散し，部落会，町内

会を行政補助機関として取り込んでいく。さら

に，１０月には大政翼賛会が結成された。８月１日

発行の４巻８号の巻頭言は三宅正一による。日本

新体制の確立のために，「医療の如きも，営利追

求の自由主義的医療組織より，国民の健康を保持

増進する為の公益的医療組織に発展転化せしめら

れなければならぬ｡｣医療組合人は，「新体制に積

極的に協力しなければならぬ｣78)。

「皇国農村確立促進に関する件｣が閣議決定され

たのは1942年11月のことであるが，それより２年

以上前の４巻８号には，すでに次のような議論が

登場する。農林省，厚生省，内務省は指定農村を

それぞれに指導しているが，こうした「指定農村

の指導を綜合化することを提唱したい｣というの

である79)。

高橋新太郎の｢国民健康保険組合代行実務要綱」

は，８号で５回目の連載となった。９号には,｢協

同主義を基調とする保健運動の再編成｣と題する

論説が掲載され，「実務要綱｣は尻切れ蜻蛉となっ

た。「保繍健運動の再編成｣稿は，全保協の新体制下

における「全国協同組合保健協会｣の組織と運動

方針を示した80)。この方針を盛込んだ「全国協同
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織化は保健国策のなかに組み込まれていく過程で

あった。

機能面からみた医療利用組合の展開については，

地域における医療提供という点に加えて，医療利

用組合が地域において保健婦の配置により保健事

業を行っていたこと，国民健康保険代行組合とし

て国民健康保険制度の普及に関与していたことが

挙げられる。また，全保協の調査報告は，普通組

合の設立に当たっても産業組合がさまざまな形で

国保制度普及に関与していたことを明らかにして

いる。さらに，「健康週間｣，「銃後保健デー｣の事

業を通して，健兵健民政策の実行部隊としての機

能を果たし，この事業を契機に連合会への改組が

一層推進されたことが確認された。また，保健事

業は「医療制度改善方策｣に対する政治的対応策

の一つでもあった。

初期の医療利用組合運動を基盤に，経済更生運

動，産業組合拡充運動を契機として，産業組合の

経営基盤が固まったことも後押しして，医療利用

組合運動は展開していく。従来の全国的動向から

みた医療利用組合の組織形態からみた展開，ある

いは「発展の段階性｣を図式で示せば，四種兼営

医療組合→広区単営医療組合→医療組合連合会と

なる。しかし，個別組合の組織形態に着目すれば，

四種兼営医療組合→連合会と，広区単営医療組合

→連合会という二つの組織形態の変化を確認でき

る。さらに府県連合会への改組は，総力戦体制へ

組み込まれ，ファシズム的統制の実現を準備する

ものになった。その意味で，産業組合の組織再編，

医療利用組合の組織再編は，－面では同じ性格を

もっていたといえよう。

以上のことから，国保制度形成過程における歴

史的前提として，国保制度普及の実態との関係で，

医療利用組合運動を位置づける必要があることが

明らかになった。また，その場合には，従来の組

織形態からみた医療利用組合の展開ではなく，機

能面に着目して医療利用組合の展開を把握する必

要を確認した。

組合保健協会趣意書｣は，『医療組合』誌という名

称では最後の刊行となった４巻９号に掲載され

た811。高橋は，最終刊の巻頭言で医療利用組合の

｢新たなる首途｣，すなわち全国協同組合協会の創

設は，「世界史的変換の新体制に即応する新たな

る門出｣であると述べた82)。『医療組合』誌は，全

国協同組合協会「保健教育』として継承された。

４.医療利用組合の展開とその特質

以上，国民健康保険制度形成過程における歴史

的前提として医療利用組合運動を位置づけるため

に，従来の組織形態からみた医療利用組合の発展

の段階性について批判的に検討してきた。また，

医療利用組合の機能面からみた展開について検討

してきた。

医療利用組合の組織形態の変容が，医療利用組

合自体の内的「発展｣にあったとすれば，元来は

医療利用組合の創始が地域における医療提供を目

的としていたこと，あるいは医療利用組合が医療

提供を行うために，その経営を維持する必要があ

ったことに求められる。四種兼営医療組合と広区

単営医療組合の二形態の組合からそれぞれが連合

会組織へ改組したことには，経営面からの合理性

があったといえる。しかし，国保法第54条は，四

種兼営医療組合の国保代行組合設立許可を妨げる

規定ではなかった。第54条は，広区単営医療組合，

医療組合連合会が国保代行組合設立許可を受ける

ことを妨げる規定であった。したがって，四種兼

営医療組合が国保代行組合設立許可を受けるには，

広区単営医療組合，あるいは連合会組織に改組す

ることには合理性がなかった。一方，広区単営医

療組合については連合会への改組によって，組合

員の増加があり，それが国保組合設立の基盤にな

ったと推察される゜しかし，医療利用組合の展開

の動向は，内的な「発展の段階性｣ではなく，そ

の母体である産業組合における系統組織化の動向

と類似した性格をもっている。すなわち，産業組

合の系統組織化が統制経済のに,.に組み込まれてい

く過程であったのに対し，医療利用組合の系統組



社会環境研究第11号２００６．３124 

８）青原村医療組合を初めて設立された「組合病院」

であるとする立場もある。産業組合史編纂会『産

業組合発達史』第４巻，産業組合史刊行会，１９６６

年，278頁。

青原村の「組合病院｣は，現行医療法による病院よ

りも規模が小さかった。後に展開した広区単営医

療組合は病院を設立・経営したことから１地域の

人々に「組合病院｣と呼ばれて親しまれたが，「産

業組合発達史』は青原村産業組合をその起源する

立場をとる。広区単営医療組合は病院を中心地に

設け，山間部や無医村に分院・診療所を配置して

いたが，その場合に中心地の病院を「組合病院｣と

呼んだ。こうした医療機関の配置は，最も診療所

が多く普及した秋田に代表され，注目された。し

かし，一般には’広区単営医療利用組合の医療機

関を指して「組合病院｣と呼ぶ。例えば以下の用法。

林俊一「農村医学の提唱｣川上武編『医療社会化の

道標」勁草書房，1969年，354-356頁。秋田県の

医療利用組合の展開については，別稿で検討する
ことにしたい。

９）青木は，広区医療利用組合の展開が始まる以前

の1928年までに創始した医療利用組合を初期医療

利用組合と呼ぶ。青木の初期医療利用組合の一連

の研究は限られた資料しか発掘されていない現状

のなか，これまで明らかにされてこなかった医療

利用組合の実相を丁寧に検討したという意味で注

目しておく必要がある。前掲，青木「初期医療組

合｣参照。

１０）開設趣意として，「医院事業を組合に於て経営す

るＩま本村の現状に鑑み適切なるのみならず，組合
精神を喚起する上にも効果あるを信じ｣とされた。

千石興太郎「青原村信用販売購買利用組合の医院

事業｣産業組合中央会「産業組合』（以下『産組」と

略記）204号，1922年。

11）初期医療利用組合の展開をみていく場合には，

農業生産力，農民運動，産業組合の普及と，名望

家層などの人物の有無を視野に入れた分析が必要

であり，このことが初期医療利用組合の地域性に

関与していた可能性がある。例えば，長野県喬木

信販誰利組合では，養蚕・製糸家の木下照一が医

療事業の創始に貢献した。この外，初期医療利用

組合の創設に関わった人物として，島根県青原村

の大庭政世を挙げることができる。

12）梶原司行「医療利用組合運動の擢頭と其の社会

的意義」『産組』339号，1934年。

13）地域性をもって展開した医療利用組合の特徴を

農業構造の地域類型との関係で捉えて，「東北型」

医療利用組合と呼ぶことがある。しかし，この「東

北型｣という呼び方は，必ずしも医療利用組合の全

国的な展開の対比で，東北地方あるいは農業構造

に即しての当該地域における医療利用組合の特徴

を捉えたものではない。「東北型｣と呼ばれるが，

注

１）佐口卓「国民健康保険一形成と展開Ｉ（以下『国

保｣）光生館，1995年。

２）国保法制定の「上から｣の政策意図として農民の

医療問題対策，健民健兵政策のIⅢ面が強調される

傾向であった。佐口「国保｣。池田敬正『日本社会

福祉史』法律文化社，1986年。菅谷章「日本医療

政策史』日本評論社，1977年。

３）恐慌期から国保法制定過程に至る時期の農村の

動向に目を向ければ，権力による農村社会運動へ

の弾圧が強化され，農民運動が後退していく時期

であると同時に，経済更生運動，産業組合拡充運

動’医療利用組合運動が展開されていく時期でも

あった。したがって，当該時期の農村における諸

社会運動と関連づけて農村の動向を把握したうえ

で，国保制度普及の過程を明らかにすることが不

可欠であろう。従来の研究では，国保制度形成と

経済更生運動，産業組合拡充運動，医療利用組合

運動との関連は軽視されていた。こうした従来の

研究の動向に対して，相澤與一が社会政策論の立

場で，国民健康保険法成立との関係で，医療利用

組合運動を分析する意義を述べている。相樺｢1930

年代日本農村の医療利用組合運動と国民健康保険

法の成立」「経済学研究」５９巻５．６号，九州大

学経済学会，1994年。一方，豊崎聡子は農業史の

立場から，医療利用組合運動から国保法制定の過

程を分析し，恐慌期の動向から論じる必要がある

とした。豊崎「恐慌期農村医療の展開過程一医療

組合運動から国民健康保険法へ」「農業史研究１３５

号，2001年。また筆者は，岐阜県小腰利村を事例

として農山漁村経済更生運動の一環として医療事

業を創始し，国保代行組合として国保制度普及に

関与した事例を実証的に検討したことがある。拙

稿「国民健康保険制度形成過程における医療利用

組合運動の歴史的位置一岐阜県小鷹利村を事例と

して－｣大原社会問題研究所「大原社会問題研究所

雑誌」564号，2005年11月。

４）拙稿では，11皮阜県小鷹利村を事例として，国保
代行組合の医療事業と保健事業を区別して実証的

に検討し，医療事業が村民の医療に対する要請に

応えるものであったのに対し，保健事業が保健国

策としての性格の強いものであったことを明らか

にした。

５）菅谷章は，賀川豊彦の国保法成立過程の発言に

依拠して，国保制度実施以後も医療利用組合に経

費診療の意義があったとした。菅谷「日本医療制

度史』原書房，1976年，210頁。

６)産業組合中央会『第14回産業組合年鑑』1942年，253
-255頁。

７）例えば以下を参照。前掲，相澤論文。青木郁夫

「初期医療利用組合の諸相（上)」「阪南論集社会科

学編』２４巻２号11988年（以下，「初期医療組合｣)。
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24）産業組合の利用事業，利用組合は1917年の産業

組合法改正により事業範囲が拡大され，漸次設立

数が増加したが，信用，販売，購買事業に比較す

ればその数は著しく少なかった。『調査』では，土

地利用組合と家事経済に関する利用組合の事例が

挙げられている。約４割の頁を割いて家事経済に

関する利用事業の事例が紹介されている。その利

用事例として，葬祭用具利用20件，浴場利用５件，

家具衣類利用５件，理髪設備利用５件’医療設備

利用７件，託児所設備利用１件’水道設備利用１

件，助産婦利用２件が紹介されている。青原村信

用購買販売組合については，医療利用事業の外に

助産婦利用事業の事例としても紹介された。

25）医師会と医療利用組合の対立は，初期医療組合

設立時期からあったが，産業組合拡充五ヶ年計画

以降にはさらに激化していく。反産運動は，商業

権獲得抗争として商業分野でも起こった。医師に

よる「反産運動｣の性格とその歴史的意義について

は別稿で論じることにしたい。

26）産業組合中央会機関誌「産業組合』は，1931年

から1932年に，1930年創立の島根県石西利用組合

共存病院，1931年診療開始の青森県東青信用購買

利用組合東青病院，高知県高陵利用組合昭和病院

など広区単営医療利用組合を相次いで紹介した。

「島根県の西端に生証せる産業組合の共存病院」「産

組」311号，1931年，123-124頁。「苦難の路を通

じて産業組合東青病院完成す」『産組』312号，１９３１

年,183-186頁｡堤慶一｢高陵利用組合｣『産組｣,1932

年，７３頁以下。

27）「例言｣産業組合中央会「経営事例」1933年，１

頁。

28）佐藤寛次「医療施設の利用を目的とする産業組

合に就て」『産組」325号，1932年，28-34頁。

29)高橋新太郎「産業組合による医療運動の動向」『産

組』403号，1939年。

30）前掲「医療利用組合の発展｣70頁。

31）千石は1934年の「医療組合運動」誌において，

特に組合病院の設立に当っては，設置と経営の両

者に必要な要素を具備しなければならないとし，

調査研究，視察すべき病院の選定にも注意すべき

であると警告を発した。千石輿太郎「産業組合病

院設立に関する注意｣全医協『医療組合運動』１９３４

年５．６月号，前掲『協同組合』125-129頁所収。

32）前掲「医療利用組合の発展｣70頁。愛知県碧海郡

購買販売利用組合連合会更生病院は，1935年３月

に医療事業を開始した。

33）調査部（小林峰二）「医療利用組合視察記（－)」

および同「医療利用組合視察記（二)」『産組』３５９

号および361号，1935年。

34）黒川泰一「医療利用組合経営に於ける－つの典

型一秋田県山本郡医療購買利用組合一」『産組』３６１

号，1935年，61-64頁。

実際は東北地方全てに医療利用組合が展開したわ

けではなく，広く普及したのは東北六県のうち青

森，岩手，秋田の三県のみである。また，これら

三県の組織形態一広区単営医療組合から郡市連合

会から－県連合会への変容は，全国的な医療利用

組合の展開の－典型をみているに過ぎない。

14）青木「初期医療組合｣。

15）全国厚生農業協同組合連合会編『協同組合を広'１

心とする日本農民医療運動史前編：通史』（以下，

「通史」と略記）全国厚生連，1968年１２９３頁。

16）全国医療組合協会「医療利用組合及同連合会名

簿（昭和12年12月現在)」（以下，「名簿｣と略記）と

『通史』を照合。

17）「名簿｣と「通史」を照合。

18）「名簿｣と「通史』を照合。

19）「名簿｣と「通史」を照合。

20）以下の四つの資料を照合。「通史』。「名簿｣。鈴

木真洲雄「医療利用組合運動の理想並に実際」「産

組』341号，1934年（日本経済評論社復刻版）４３頁。

千石興太郎『東北地方の産業組合」産業組合中央

会，1938年。秋田県の事情については，稿を改め

て検討するが，1938年に開設した四極兼営医療組

合は，国保法54条の国保代行組合設立条件をクリ

アーするために設立されたと考えられる。

21）産業組合中央会『医療利用組合経営事例」（以下

「経営事例ｊと略記）同1939年，１０頁と「東北地

方の産業組合』を照合。

22）産業組合中央会の『産業組合調査資料』は，１９２３

年から1943年の間に83号まで，あるいは1942年ま

での間に86号まで刊行されたとされる二つの見解

があるが，いずれも支会や官庁あるいは研究者向

けに配布されたものである（産業組合調査資料復

刊委員会編，古桑実「解題一｣および千葉修「解題

二｣｢産業組合調査資料』第12巻,御茶の水書房,1984

年，３－１４頁および15-20頁参照)。そのうち，医

療利用組合に関連するものは以下の５点。『利用事

業に関する調査」１号，1927年。「医療利用組合経

営事例』５３号，６４号，７３号，各々1933,1936,1939

年。『産業組合に於ける国民健康保険事業経営事例』

８３号，1942年。

23）産業組合中央会「利用事業に関する調査』１９２７

年。この調査内容では青原組合が紹介されている

にも関わらず，1936年にあっても産業組合中央会

は，岡111県船穂信販購利組合，長野県喬木信販11Mｉ

利組合の創始が最も早期であると記述している。

「医療利用組合の発展｣産業組合中央会「産業組合

年鑑」昭和11年度版，63-72頁。すでに青木郁夫

も指摘しているように，青原組合については1922

年に「産業組合』誌で千石が紹介しているにも関

わらず，当初，産業組合中央会はこれを把握して

いなかった。千石生「青原村信用販売購買利用組

合の医院事業」『産組』204号，1922年，38-42頁。
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35）蓮池公咲「最近に於ける医療利用組合問題を論

ずる」『産組』361巻，1935年，14-15頁。

36）「例言｣産業組合中央会『経営事例』1936年。

37）中央会，農林省が連合会への改組の方針を示し

たのは1936年であったが，それ以前の1932,33年頃

から，連合会組織に注目していたことを示唆して

いる。産業組合の他の事業に目を向ければ，購買

組合連合会結成などの動向がすでに大正期からあ

ったのに比較すれば，医療利用組合に関する中央

会の対応は遅いものあったといえよう。1932年の

経済更生運動は，農家小組合を産業組合の下部組

織に組込み，農村の経済組織化を上から推し進め

た。1933年の産業組合拡充運動はそれへの産業組

合の対応の一つであり，医療利用組合の改組の方

針もこの－つとしてみることが妥当であろう。経

済更生運動については例えば以下を参照。大門正

克「農村社会構造分析｣伊藤正直・大門正克・鈴木

正幸「戦間期の日本農村」世界思想社，1988年所

収。森武麿『戦時日本農村社会の研究』東京大学

出版会，1999年。

38）前掲「医療利用組合の発展｣70頁。

39）高橋新太郎『農村医療事業の経営」産業組合実

務研究会，1941年，55-56頁。「農林省の《医組》

指導方針」『医事』７巻31号，1937年，1145頁。
40）同前掲５６頁。

41）黒川泰一「組合医療事業の拡充強化」「産組ｊ３８６

号，1937年’59-71頁。

42）同前掲「組合医療事業の拡充強化｣。

43）高橋新太郎「岩手県に於ける医療利用組合運動

（－)｣および同「同（二)」「産組」390号および395

号，1938年。

44)高橋新太郎｢産業組合による医療運動の動向」『産

組』403号，1939年，88-99頁。

45）前掲『農村医療事業の経営｣|序３頁。本稿の引

用では，「前編は斯る意図の下に微力ながら努力し

たつもりである」と書誌の構成を述べた箇所を省略

している。

46）「医療組合』誌は，1937年に１巻が発刊されてい

る。しかし，所蔵施設ごとに分散して保管されて

おり，また貴重資料のため，全てを分析すること

ができなかった。

47）1938年７月に厚生大臣から諮問され，翌年９月
に答申された医薬制度調査会「医薬制度調査会改

善案｣は，医療利用組合の病院・診療所を公営に移

管する方針を示した。

48）暉峻義等「国家的情勢と医学及び医術（上)」『医

療組合』３巻１号，1939年，５頁。

49）「やって見たいと思ふこと」「医療組合」３巻１

号（以下「医組」と略記，３巻・４巻・５巻はそ

れぞれ1939年，1940年，1941年)，16-17頁。

50）「医組」３巻１号，35-37頁。

51）『医組ｊ３巻１号，３６頁。

52)長瀬恒蔵「国民健康保険制度と医療利用組合」「医

組』３巻１号，42-43頁。

53）『医組」３巻４号，８頁。

54）「全国産組保健協議会を開催｣｢医組』３巻１号，５１

頁。

55）宮城孝治「保健運動と産業組合の方向」「医組」

３巻２号，1939年，1頁。

56）「保健協議会決議一長期建設二対処スル為医療利

用組合ノ採ルベキ方策二関スル件」『医組』３巻３

号，1939年，４１頁。

57）ＺＩＫ「保健協議会に現われた諸問題」「医組』３

巻３号，14-16頁。

58）石原武二「社会保険の発達と医療制度」『医組」

３巻６号，３頁。石原は，厚生省国民健康保険課

長。

59）『医組』３巻３号，37-38頁。

60）『医組』３巻４号，９－２２頁。

61）『医組』３巻４号，２６頁。

62）「医組」３巻５号，２６頁。

63）黒川泰一の「医療経営の基本問題」「医組』３巻

５号，32-35頁。

64）『医組』３巻７号，38-42頁。

65）『医組」３巻９号，20-22頁。

66）吉田喜久代「農村婦人と保健問題について」「医

組」３巻８号，17-21頁。

67）若月俊一は，日本労働科学研究所が神奈川県成

瀬村の調査を開始する数年前に，労研の暉峻義等

と会見した際に，暉峻が次のように述べたという。

「労研はまもなく東京にやってくるぞ。軍の後おし

があるんだ。今に大研究所をつくってみせる｣。医

学史研究会・川上武編『医療社会化の道標-25人

の証言」勁草書房，1969年，305頁。

68）「成瀬村現地報告座談会」『医組』３巻９号，３６
頁。

69）松田解子「保健婦の草分」『医組』３巻１０号，３１
頁。

70)栃折好一｢産業組合と保健婦｣『医組」３巻11号，３９
－４３頁。

71）「医組」３巻10号，32-34,41-42頁。
72）黒川「二千六百年記念は保健施設で」『医組』３

巻12号，1頁。

73）高橋新太郎「国民健康保険組合代行実務要綱

（－)」「医組」４巻１号，36-39頁。
74）岩手県の1941年度までの国保組合は，全て代行

組合として設立された。しかし，その後終戦まで
の経過をみれば，226組合中の51組合が普通組合で

ある。また，国保法第二次改正によって，代行組

合の設立要件が緩和されてからも，岩手県のよう
に代行組合設置数が多い道府県は確認できない。

岩手県の事情については，稿を改めて検討する。

75）黒川「国民健康保険を即時全国普及せよ」「医組』

４巻７号，１頁。
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76）全医協「産業組合と普通国民健康保険組合の連

携に関する調査」「医組』４巻７号，44-49頁。

77）「国民健康保険本年度産組代行町村決定」『医組』
４巻７号，５４頁。

78）三宅｢新体制と医療組合運動｣｢医組』４巻８号１１
頁。

79）山下粛郎「戦時下農林・厚生指導の連携に関す

る検討」「医組』４巻８号，16-17頁。戦前には，
農林省，厚生省，内務省でそれぞれに指定農村を

設置し指導を行なった。こうした対応は』戦前の
官`僚制体制下における世論形成のための操作技術
の一つとしてみることができる。1932年の農山漁

村経済更生運動では，1936年度から農林省によっ
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